
　　　施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件について

　※保育所等は修了した研修の分野数が、幼稚園・認定こども園は修了した研修の時間が要件となっています。

・・・

・・・令和９年度令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

職務分野別リーダー・若手リーダー

副主任保育士・中核リーダー等

要件適用せず

令和９年度

（完全実施）

←要件適用せず→

２分野
or

３０時間以上

３分野
or

４５時間以上

４分野
or

６０時間以上

１分野 or
１５時間以上

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

１分野 or １５時間以上　　※担当する職務分野の研修

※副主任保育士等において月額4万円の改善を行う者を１人以上確保したうえで、副主任保育士等に係る加算額を配分して賃

金の改善を行う職務分野別リーダーについても、令和６年度以降は、１分野（15時間）以上の研修修了が必要


